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「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について」

の一部改正について 

 

 

 「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について」（平成 30

年障発 1206 第３号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を別添のとお

り一部改正し、令和元年７月１日以後の申請について適用することとしたので、

適切な運用に努められるとともに、精神保健指定医等関係者に対しても周知徹底

方お取り計らい願いたい。 

 なお、改正後の同通知の全文を参考までに添付する。 

 

 


